
 

 
 

 町会(自治会)では、「自分たちの住む地域は自分たちがよくする」という考

え方に基づいて、さまざまな活動に取り組んでいます。 

 せっかく縁があって同じ地域に住むことになったのですから、みんなで協

力して、自分たちの地域を住みよいものにしませんか。 

 町会(自治会)にまだ加入されていない方は、ぜひ町会(自治会)に加入して

いただき、住みよい地域づくりを一緒に進めましょう。 

 

（町会の主な取り組み例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ≪その他、町会(自治会)が行っている活動の主な事例≫ 

      ●コミュニティ活動 

      ◎市民スポーツ祭への参加・協力、防犯パトロール 

      ◎餅つき大会などのレクリェーション活動 

●行政(市など)への協力 

      ◎市政だより及び家庭用指定ごみ袋の配布 

      ◎ちらしの回覧やポスターの掲示による情報提供(市の行事や警察からの 

犯罪情報など) 

 

        

    

 

 

 

 

連絡先：八尾市市民ふれあい課(電話:０７２－９２４－３８２７) 

【防犯灯の設置や維持管理】 

町会内の暗い箇所に防犯灯を設置

したり、設置後は電球の交換や電気料

金の支払いを行うなど安全で安心な

地域づくりに努めています。 

(防犯灯の設置費用や電気料金には八

尾防犯協議会から一部補助金が交付

されます。) 

【住みよい環境づくり】 

 自分たちが生活する場所は、ごみや

落書きなどのない、美しい環境であっ

てほしいというのは住民共通の願い

です。 

 そのため、年に数回、町会内の清掃

活動を行い、きれいな地域づくりに努

めています。 

ご存知でしたか？ 

 阪神・淡路大震災（1995 年 1 月 17 日発生）で生き埋めとなった方の約８

割は近所の方々の協力で救出されたそうですよ。 

 このことからも、隣近所との良好な関係づくりや町会(自治会)を核とした

自主防災組織づくりの大切さがおわかりいただけるのではないでしょうか。 
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